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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2021年７月21日付で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第７号及び第７号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。

本臨時報告書の記載事項のうち、訂正すべき事項がございますので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づ

き、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

新設分割計画書

 

３【訂正内容】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

新設分割計画書

（訂正前）

第4条　本件分割により、新設会社が当社から承継する権利義務は、別紙２「承継権利義務明細表」に定めるところに

よる。

 

（訂正後）

第4条　本件分割により、新設会社が当社から承継する権利義務は、別紙２「承継権利義務明細表」に定めるところに

よる。

2 当社は、令和３年４月１日から効力発生日前日に至る間の資産および負債の変動について、別に計算書を添付してそ

の内容を新設会社に明示する。

3 当社から新設会社に対する債務の承継は、重畳的債務引受の方法による。

 

以上
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